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反映 

資料１ 
 

指宿市景観計画策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

指宿市景観計画策定検討委員会 

（関係課長・室長・局長） 

事務局 

（建設部都市整備課） 

庁内組織 
素案の提案 

協議 

指宿市景観計画策定協議会 

(1) 学識経験者 

(2) 各種団体代表 

(3) 住民代表 

(4) 行政代表 

(5) 市長が必要と認める者 

庁外組織 

市民・有識者等によ

るワークショップ 

意見調査 

 住民アンケート 

 パブリックコメント 

意見 

参加 

市 民 
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資料２ 
指宿市景観計画策定の経緯 

年 月 日 経 過 等 

29 6 ～ 指宿市景観計画策定のための基礎調査の実施 

 9 1 「指宿市の景観づくり」市民アンケート調査の実施（9月15日まで） 

30 2 16 景観計画勉強会を開催（講師：鹿児島大学 木方教授） 

 3 16 各種調査の報告書作成 

 6 11 指宿市景観まちづくりワークショップの一般参加者募集 

 6 26 
第１回指宿市景観まちづくりワークショップの開催 
（指宿市の景観資源の見直しと景観づくりに向けての方策の検討） 

 7 2 指宿市景観まちづくりワークショップのかわら版【第1号】作成 

 7 10 
第２回指宿市景観まちづくりワークショップの開催 
（重点的に取り組んでいく景観形成の方策の検討） 

 7 17 指宿市景観まちづくりワークショップのかわら版【第2号】作成 

 7 24 
第３回指宿市景観まちづくりワークショップの開催 
（今後目指すべき景観づくりへ向けての将来像の検討） 

 7 30 指宿市景観まちづくりワークショップのかわら版【第3号】作成 

 9 14 
第1回指宿市景観計画策定検討委員会の開催 
（景観形成の目標、方針、行為の制限等について審議） 

 9 27 
第1回指宿市景観計画策定協議会の開催 
指宿市景観計画策定協議会委員の委嘱 
（景観形成の目標、方針、行為の制限等について審議） 

 10 19 
第2回指宿市景観計画策定検討委員会の開催 
（景観形成重点地区の候補地、景観形成の推進方策について審議） 

 11 6 
第2回指宿市景観計画策定協議会の開催 
（景観形成重点地区の候補地、景観形成の推進方策について審議） 

 11 22 
第3回指宿市景観計画策定検討委員会の開催 
（指宿市景観計画（素案）の審議） 

 12 10 
第3回指宿市景観計画策定協議会の開催 
（指宿市景観計画（素案）の審議） 

 12 28 パブリック・コメントの実施（平成31年1月31日まで） 

31 3 26 
指宿市都市計画審議会の開催 
（指宿市景観計画（素案）の審議） 

 4 1 
指宿市景観計画の策定 
（告示及び指宿市景観計画の縦覧（平成31年4月1日から）） 
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資料３ 
 

指宿市景観計画策定協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 景観法（平成16年法律第110号）第８条に規定する景観計画の策定に当たり，幅広

い観点からの検討を行い，本市の良好な景観の形成に関する必要な事項を協議するため，

指宿市景観計画策定協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は，次に掲げる事項について協議し，市に意見を述べることができる。 

(1) 景観計画の策定に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか，良好な景観の形成に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は，委員13人以内で組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 各種団体代表 

(3) 住民代表 

(4) 行政代表 

(5) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は，委嘱又は任命の日から平成31年３月31日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，前条第２項第４号に掲げる委員は，委嘱の際における職にあ

る期間とする。 

（会長） 

第５条 協議会に会長を置き，委員の互選により定める。 

２ 会長は，会務を総理し，協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき，又は欠けたときは，あらかじめ会長の指名する委員が，その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は，会長が招集する。 

２ 会長が必要と認めるときは，会議に委員以外の者を会議に出席させ，説明若しくは意見

を聴き，又は必要な資料の提供を求めることができる。 

（事務局） 

第７条 協議会の事務は，建設部都市整備課において処理する。 

（その他） 
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第８条 この告示に定めるもののほか，協議会の運営に必要な事項は，別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は，平成30年９月１日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は，平成31年３月31日限り，その効力を失う。 

 （最初の会議の招集） 

３ この告示の施行後，最初に開催する会議については，市長が招集する。 
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資料４ 
 

指宿市景観計画策定協議会委員名簿 

 

  区  分 組 織 名 役職名 委 員 名 

1 学識経験者 鹿児島大学大学院 教授 木方 十根 

2 各種団体代表 公益社団法人鹿児島県建築士会指宿支部 支部長 迫田 順一 

3 各種団体代表 指宿市建設業組合  組合長 福永 昭一 

4 各種団体代表 指宿造園組合  組合長 濵田 純雄 

5 各種団体代表 指宿市農業委員会  会長 蓑田 六雄 

6 各種団体代表 公益社団法人指宿市観光協会  会長 中村 勝信 

7 各種団体代表 指宿商工会議所  会頭 南 荒生 

8 各種団体代表 指宿市地域女性団体連絡協議会  会長 伊佐 幸子 

9 住民代表 
指宿市自治公民館連絡協議会 

（指宿地区代表） 
会長 久保 憲一郎 

10 住民代表 
指宿市自治公民館連絡協議会 

（山川地区代表） 
副会長 大保 三郎 

11 住民代表 
指宿市自治公民館連絡協議会 

（開聞地区代表） 
副会長 濵上 隆一 

12 行政代表 指宿市役所総務部 部長 有留 茂人 

13 行政代表 指宿市役所建設部 部長 黒木 六海 
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資料５ 
 

指宿市景観計画策定検討委員名簿 

 

  部名 課・室名 役職名 備 考 

1 建設部 都市整備課 課長 委員長 

2 建設部 建設監理課 課長 委員 

3 建設部 建築課 課長 委員 

4 建設部 土木課 課長 委員 

5 建設部 指宿港海岸整備室 室長 委員 

6 総務部 市長公室 室長 委員 

7 総務部 健幸・協働のまちづくり課 課長 委員 

8 市民生活部 環境政策課 課長 委員 

9 産業振興部 観光課 課長 委員 

10 産業振興部 商工水産課 課長 委員 

11 農政部 農政課 課長 委員 

12 農政部 耕地林務課 課長 委員 

13 行政委員会 農業委員会 事務局長 委員 

14 教育部 社会教育課 参事 委員 

15 山川支所 地域振興課 課長 委員 

16 開聞支所 地域振興課 課長 委員 
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資料６  
ワークショップ結果の概要 

 

 

  



67 

 

 

 

  



68 

 

 

 

  



69 

 

 

 

  



70 

 

 

 

  



71 

 

 

  



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

指宿市景観計画 

 

発行平成31年３月 

鹿児島県指宿市 

 

〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424 

Tel.0993-22-2111 Fax.0993-24-3826 

https://www.city.ibusuki.lg.jp/ 



 

 

                                                                                                                  

 

 

 


